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企業の社会的責任（CSR)のガイドライン

年代 ガイドライン名

1970年代 多国籍企業および社会政策に関するILO三者宣言
OECD多国籍企業ガイドライン（第1版）
多国籍企業に関する国連行動綱領案（９２年廃案）

2000年代 国連グローバル・コンパクト10原則
＊女性のエンパワメント原則（ＷＥＰｓ、2010年）

GRI ガイドライン（第1版）
多国籍企業等の人権責任規範（国家が反対し挫折）

＊新たな「ビジネスと人権」に関する規範の策定開始

2010年代 ISO26000：社会的責任に関する手引
国連ビジネスと人権に関する指導原則（国家が承認し成立）
OECD多国籍企業ガイドライン（第5版）
GRIガイドライン（第４版）
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国連初の企業向けガイドライン
「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)

①企業の人権を尊重する責任

（尊重＝侵害しない、差別しない）

②最低限の人権として国際的な人権基準

（場合によっては法令遵守以上）

③自社の活動および関係性

（バリューチェーンなど）が対象

3

人権課題はCSR活動のなかで個々に

取り組まれ、全体としてマネジメント
されてこなかったことが問題
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取引先
自社・法人
グループ

国連初の企業向けガイドライン
「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)
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取引先

職場（労働者）

市場（顧客、消費者、取引先、投資家）

地域（地域住民）

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

バリューチェーン
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国連初の企業向けガイドライン
「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)

指導原則の三つの柱

①国家の人権保護義務

②企業の人権尊重責任

③救済へのアクセス

（国家／企業／その他）
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G７エルマウサミット首脳宣言（2015）
責任あるサプライ・チェーン

－我々は、国連ビジネスと人権に関
する指導原則を強く支持し、実質
的な国別行動計画を策定する努
力を歓迎する。

－我々は、国連の指導原則に沿っ
て、民間部門が人権に関するデュ
ー・ディリジェンスを履行すること
を要請する。 6

イギリス、オランダなど10カ国で策定
アメリカ、ミャンマーなど18カ国で準備中
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(1)人権尊重を盛り込んだ基本方針の表明
自社の人権課題の特定とトップのコミットメント

(2) 人権デューディリジェンス（DD）のプロセス
①人権影響評価（事業活動およびバリューチェーン）
②体制・仕組みづくり
③取組みのトラッキング（追跡評価）
④外部へのコミュニケーション（報告）

(3)相談窓口・苦情処理手続の整備
7

国連初の企業向けガイドライン
「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)
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(1)人権方針の表明（例：花王）

8http://www.kao.com/jp/corp_csr/csr_action_03.ht
ml?_ga=1.64867816.656481416.1453890450
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(1)人権方針の表明（例：花王）

9http://www.kao.com/jp/corp_csr/csr_action_03.ht
ml?_ga=1.64867816.656481416.1453890450
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
①人権影響評価（例：三菱商事）

10

http://www.mitsubishicorp.com/jp
/ja/ir/ar/2015/csr/framework.html
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
①人権影響評価（例：みずほ銀行）

11http://www.mizuho-
fg.co.jp/csr/governance/human/diligence/index.html
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
①人権影響評価（例：LIXIL）

12http://www.lixil-group.co.jp/sustainability/supply_chain/

「CSR調達アンケート」には、 「CSR経営」「人権」
「労働」「安全・衛生」「地域貢献」などの項目。
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
②体制・仕組みづくり（例：三井住友トラスト・グループ）

13

人権マネジメント体制概要

三井住友トラスト・ホールディングスと
三井住友信託銀行の合同組織として、
経営企画部CSR推進室長を議長とし

た「人権デューデリジェンス連絡会」を
新たに設置しました。

http://www.smtb.jp/csr/management/human-rights.html
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
③トラッキングと④報告（例：LIXIL）

14http://www.lixil-group.co.jp/sustainability/supply_chain/

「CSR調達アンケート」には、 「CSR経営」「人権」
「労働」「安全・衛生」「地域貢献」などの項目。
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(2) 人権デューディリジェンス（DD）
④報告（例：八尾金網製作所）

15

http://www.yaokanaami.c
o.jp/company/pdf/csr_20
121016.pdf
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(3)相談窓口・苦情処理手続
（例：TOTO）

16http://www.toto.co.jp/company/csr/social/rights/
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(2)①人権影響評価

自社の活動が、具体的に、「どの人のどの権利
にどのような悪影響を与えるのか」を評価

①新規事業・新規の取引先に対しては事前
②事業における重要な決定または変化 （ex.市
場参入、製品発表、企業方針の転換、または事
業拡大）に際しては事前
③事業または取引関係全体を対象に定期的

(2)②体制・仕組みづくり

人権影響評価の結果を、関連する社内部門や
プロセスに統合し、適切な措置をとる。

体制・仕組みづくりのポイント
①社内でしかるべき担当者・部門が責任を負う
②内部の意思決定
（新規投資案件決定プロセスに組込むなど）

③予算分配
④監査プロセス

(1)人権方針
人権方針のポイント

①国際的な人権基準（世界人権宣言など）の明
示・人権を尊重するという明確なコミットメント
②労働・職場での人権に関する規定
③労働以外の人権に関する規定

自社の業種・事業活動の分野に応じて

説明を記載するとより良いポイント

＊策定プロセス（トップの関与、ステークホル
ダーとのエンゲージメントの有無など）
＊事業現場の原則への落とし込み (2)③追跡評価と④報告

追跡評価のポイント
①適切な質的および量的指針に基づいている

②影響を受けたステークホルダーを含む、社内
外からの意見を活用する

報告のポイント

①人権報告の対象（誰のどの権利を取りあげて
いるのか）が決まっているか

②加担（取引先での問題、高リスク地域）につい
て記載しているか
③DDプロセスを報告しているか
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取引先
自社・法人
グループ

国連初の企業向けガイドライン
「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)
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取引先

職場（労働者）

市場（顧客、消費者、取引先、投資家）

地域（地域住民）

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

バリューチェーン
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日本企業による人権DDの取組

• 東洋経済第9回CSR調査（2013）：1210社

19

282

53

158

13

637

人権DDの取組

行っている 検討中 行っていない その他 無回答

電気機器：43社
化学：28社
卸売業：19社
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日本企業による人権DDの取組

• 東洋経済第10回CSR調査（2014）：1305社

20

378

73

204

13

637

人権DDの取組

行っている 検討中 行っていない その他 無回答

電気機器：49社
化学：34社
卸売業：28社
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日本企業による人権DDの取組

• 東洋経済第11回CSR調査（2015）：1325社

21

439

83

220
14

569

人権DDの取組

行っている 検討中 行っていない その他 無回答

電気機器：57社
化学：41社
卸売業：31社
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「ステークホルダー」から「女性」へ
当事者の視点の強化

22

国連「ビジネスと人権」に関する指導原則
（2011年）

女性のエンパワメント原則（WEPｓ）
（2010年）

当事者
の視点

＊その他の当事者：子どもの権利とビジネス原則など

国連グローバル・コンパクト(2000年)
人権・労働基準・環境・腐敗防止

人権の尊重

人権の尊重＋促進
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取引先
自社・法人
グループ

「女性のエンパワメント原則（WEPｓ）
（2010年）

23

取引先

職場（労働者）

市場（顧客、取引先、投資家）

地域（地域住民）

女
性

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

バリューチェーン
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国連グローバル・コンパクトの10原則
（人権）

原則1：企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、

原則2：自らが人権侵害に間接的に加担することのないように確保する。

（労働基準）

原則3：企業は、組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を
支持し、

原則4：あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、

原則5：児童労働の実効的な廃止を支持し、

原則6：雇用と職業における差別の撤廃を支持する。

（環境）

原則7：企業は、環境問題への予防的な取り組みを支持し、

原則8：自ら率先してより大きな環境上の責任を引き受け、

原則9：環境に優しい技術の開発と普及を奨励する。

（腐敗防止）

原則10：企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取
り組む。

24
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2015 G7エルマウ・サミット首脳宣言（仮訳） 

2015年 6月 8日 

《 抜 粋 》 

 

前 文 

 我々は、本日、主要な世界的課題に対処する役割を果たすために、また、世界で最も喫緊の諸課

題に対応するために、保健、女性の能力強化及び気候保護に関する具体的な措置について合意した。

さらに、貿易を成長の主要な原動力として促進することに加えてこれらの具体的な措置を実施する

ことは、強固で持続可能かつ均衡ある成長及び雇用創出という我々の重要な目標を達成することを

助ける。我々は、他の国々に対して、このアジェンダの追求に参加するよう要請する。 

 

責任あるサプライ・チェーン 

 安全でなく劣悪な労働条件は重大な社会的・経済的損失につながり、環境上の損害に関連する。

グローバリゼーションの過程における我々の重要な役割に鑑み、G7諸国には、世界的なサプライ・

チェーンにおいて労働者の権利、一定水準の労働条件及び環境保護を促進する重要な役割がある。

我々は、国際的に認識された労働、社会及び環境上の基準、原則及びコミットメント（特に国連、

OECD、ILO 及び適用可能な環境条約）が世界的なサプライ・チェーンにおいてより良く適用される

ために努力する。我々はこの目的のため、例えばG20等の他国と連携する。 

 

 我々は、国連ビジネスと人権に関する指導原則を強く支持し、実質的な国別行動計画を策定する

努力を歓迎する。我々は、国連の指導原則に沿って、民間部門が人権に関するデュー・ディリジェ

ンスを履行することを要請する。我々は、透明性の向上、リスクの特定と予防の促進及び苦情処理

メカニズムの強化によってより良い労働条件を促進するために行動する。我々は、持続可能なサプ

ライ・チェーンを促進し、ベスト・プラクティスを奨励する、政府及び企業の共同責任を認識する。 

 

 我々は、サプライ・チェーンの透明性及び説明責任を向上させるため、我々の国で活動し又はそ

こに本拠を置く企業に対し、例えば自発的なデュー・ディリジェンス計画又はガイドなど、そのサ

プライ・チェーンに関するデュー・ディリジェンスの手続を実施するよう奨励する。我々は、繊維

及び既製衣類部門における産業全体のデュー・ディリジェンス基準を広めるため、民間部門による

インプットを含む国際的な努力を歓迎する。我々は、安全で持続可能なサプライ・チェーンを促進

するため、デュー・ディリジェンス及び責任あるサプライ・チェーン管理について中小企業が共通

理解を形成することを助けるための我々の支援を強化する。 

 

女性の経済的な能力強化 

 女性の経済的な参画は貧困と不平等を削減し、成長を促進し、全ての人々に恩恵を与える。しか

し女性は、しばしば、経済的な潜在力を阻害し、開発投資を妨げ、彼女らの人権侵害を構成する差

別に直面する。我々は、差別、セクシャル・ハラスメント、女性と女児に対する暴力及び女性の経

資料１ 
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済的な参画に対するその他の文化的・社会的・経済的・法的な障壁を克服するため、開発途上国や

我々の国内のパートナーを支援する。 

 

 我々は、働きがいのある人間らしい仕事に関連する技術を、特に公式・非公式な学習による職業

技術教育・訓練（TVET）を通じて身につけていることが、複数の差別の要因に直面する者（例：障

害のある女性と女児）を含めた女性と女児の経済的な能力強化のため、また彼女らの雇用と起業の

機会改善のための鍵であることを認識する。我々は、2030年までに G7 の措置を通じて、開発途上

国において職業教育・訓練を受けた女性と女児の数を（対策をとらない場合と比べて）3 分の 1増

やすことにコミットする。我々はまた、G7諸国の中での女性と女児に対する職業技術教育と訓練の

増加に取り組む。 

 

 我々は、質の高い仕事への女性のアクセスを強化するため、また、我々の国々における性別によ

る労働力参加の格差を、それぞれの国の状況を考慮しつつ 2025年までに 25％削減するために、育

児休暇及び保育へのアクセスを含め、男女共に家庭生活と仕事のバランスをとることを可能にする

ための枠組みを改善することを含めた行動を引き続きとる。民間部門も、女性がより有意義な形で

経済活動に参加することが可能な環境を創り出す上で極めて重要な役割を有している。我々はした

がって、国連女性のエンパワーメント原則を支持し、世界中の企業に対して、その活動に女性を組

み込むよう要請する。我々は、女性に関する新たなG7作業部会を通じた取組で連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附属書：女性の起業家精神に関する G7原則  

 女児及び女性に、例えば学校、職業訓練、大学など早期段階から適切な情報を促進することに

より、起業家となる可能性を認識させ、その考えをビジネス事案にすることを積極的に奨励す

る。 

 ジェンダーの定型化に対抗し、女児が早期からSTEM（科学、技術、工学及び数学）分野におい

て履修し教育を完了するための具体的な措置を策定する。 

 例えば新世代の女性創業者の模範として、成功した女性起業家の注目度を高める。 

 例えば女性起業家に目的に沿った情報、技能、助言及び指導を提供し、女性起業家のためのネ

ットワークを促進することにより、女性起業家の個別のニーズに対応する。 

 女性起業家の、代替的な資金源及び銀行制度を含む資金調達、技術・イノベーション、及び国

内・国際市場へのアクセスを促進する。 

 例えば、男性女性双方のための、育児休暇及び保育へのアクセスを含む仕事と家庭生活の両立

支援のための十分な政策を策定することにより、枠組みを改善する。 
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